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（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め

る
。

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
条
の
二

二

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項

三

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
別
表
第
一
第
三
十
号

四

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三
十

九
条

第
二
条

医
療
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
e

第
六
条
）

第
二
章

医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等

第
一
節

医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
（
第
六
条
の
二
e

第
六
条
の
四
）

第
二
節

医
業
、
歯
科
医
業
又
は
助
産
師
の
業
務
等
の
広
告
（
第
六
条
の
五
e

第
六
条
の
八
）

第
三
章

医
療
の
安
全
の
確
保
（
第
六
条
の
九
e

第
六
条
の
十
二
）

第
四
章

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所

第
一
節

開
設
等
（
第
七
条
e

第
九
条
）

第
二
節

管
理
（
第
十
条
e

第
二
十
三
条
）

第
三
節

監
督
（
第
二
十
三
条
の
二
e

第
三
十
条
）

第
四
節

雑
則
（
第
三
十
条
の
二
）

第
五
章

医
療
提
供
体
制
の
確
保

第
一
節

基
本
方
針
（
第
三
十
条
の
三
）

第
二
節

医
療
計
画
（
第
三
十
条
の
四
e

第
三
十
条
の
十
一
）

第
三
節

医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
（
第
三
十
条
の
十
二
・
第
三
十
条
の
十
三
）

第
四
節

公
的
医
療
機
関
（
第
三
十
一
条
e

第
三
十
八
条
）

第
六
章

医
療
法
人

第
一
節

通
則
（
第
三
十
九
条
e

第
四
十
三
条
）

第
二
節

設
立
（
第
四
十
四
条
e

第
四
十
六
条
）

第
三
節

管
理
（
第
四
十
六
条
の
二
e

第
五
十
四
条
）

第
四
節

社
会
医
療
法
人
債
（
第
五
十
四
条
の
二
e

第
五
十
四
条
の
八
）

第
五
節

解
散
及
び
合
併
（
第
五
十
五
条
e

第
六
十
二
条
）

第
六
節

監
督
（
第
六
十
三
条
e

第
七
十
一
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
七
十
一
条
の
二
e

第
七
十
一
条
の
六
）

第
八
章

罰
則
（
第
七
十
一
条
の
七
e

第
七
十
七
条
）

附
則

第
一
条
中
「
こ
の
法
律
は
」
の
下
に
「
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
を
支
援
す
る
た

め
に
必
要
な
事
項
、
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
」
を
、「
整
備
」
の
下
に
「
並
び
に
医
療
提
供
施

設
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
」
を
加
え
、「
医
療
を
提
供
す
る
体
制
」
を
「
医
療
を
受
け
る
者
の
利
益

の
保
護
及
び
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
保
持
」
を
「
保
持
増
進
」
に
改
め
、「
基
礎
と
し
て
」
の
下
に
「
、
医
療
を
受
け
る
者
の

意
向
を
十
分
に
尊
重
し
」
を
、「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
の
下
に
「
、
調
剤
を
実
施
す
る
薬
局
」
を
、「
機
能
」
の
下
に

「（
以
下
「
医
療
機
能
」
と
い
う
。）」
を
、「
効
率
的
に
」
の
下
に
「
、
か
つ
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
関
連
す
る

サ
ー
ビ
ス
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
」
を
加
え
る
。

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

法
律
第
八
十
四
号

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
医
療
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
五
号
中
「
病
院
」
の
下
に
「
又
は
診
療
所
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
療
養
病
床
を
」を「
病

床
を
」
に
改
め
、「
療
養
病
床
の
」
を
削
り
、「
病
床
数
」
の
下
に
「
、
病
床
の
種
別
」
を
加
え
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
に
お
け
る
病
院
」
の
下
に
「
又
は
診
療
所
」
を
加
え
、「（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療

養
病
床
等
で
あ
る
場
合
は
、
診
療
所
の
療
養
病
床
を
含
む
。）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
療
養
病
床
の
設
置
」
を

「
病
床
の
設
置
」
に
、「
療
養
病
床
の
病
床
数
」
を
「
病
床
数
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
療
養
病
床
を
」
を
「
病

床
を
」
に
改
め
、「
療
養
病
床
の
」
を
削
り
、「
増
加
し
よ
う
と
」
を
「
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
病
床
の
種
別
を
変
更
し

よ
う
と
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条

患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
診
療
所
の
管
理
者
は
、
入
院
患
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場

合
に
お
い
て
も
適
切
な
治
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
診
療
所
の
医
師
が
速
や
か
に
診
療
を
行
う

体
制
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
緊
密
な
連
携
を
確
保
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
除
き
、
診
療
所
の
療
養
病
床
を
含
む
。）」
を「
除
く
。）及
び
診
療
所
の
病
床
」

に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
七
中
「
療
養
病
床
の
設
置
」
を
「
病
床
の
設
置
」
に
、「
療
養
病
床
の
病
床
数
」
を
「
病
床
数
」
に
改

め
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
三
十
一
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以
下
同
じ
。）の
施
行

前
に
し
た
行
為
並
び
に
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
及
び
こ
の
附
則
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
処
分
、
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
三
十
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の

規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法

律
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
項
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及
び
こ
れ
に

基
づ
く
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
れ
を
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
中
の
相
当
の
規
定
に
よ

り
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
三
十
三
条

附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措

置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

総
務
大
臣

竹
中

平
蔵

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

文
部
科
学
大
臣

小
坂

憲
次

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

 ›


		2006-06-21T00:30:50+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）


		2006-06-21T00:30:51+0900
	e-timing EVIDENCE 3161
	AMANO Time Stamp Service




